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令和２年度財政援助団体等監査結果報告書 

 

第１ 監査について 

   この監査は、つがる市監査基準に準拠して実施した。 

 

第２ 監査の種類 

   「公の施設の指定管理者」及び「財政援助団体」の監査（地方自治法第１９９条第７項） 

 

第３ 監査の概要 

１ 監査の実施期間  令和2年10月8日から令和2年10月15日まで 

（10月8日は担当課の事前審査日） 

 

２ 監査の実施対象団体  次のとおり 

 

３ 監査の対象事項 

⑴ 公の施設の指定管理者 

平成２９年度、平成３０年度及び令和元年度の指定管理料。但し、社会福祉法人緑会は令和２年度、 

株式会社図書館流通センターは平成３０年度及び令和元年度の指定管理料。 

 

⑵ 財政援助団体 

平成２９年度、平成３０年度及び令和元年度の市補助金。 

区分 対 象 団 体 指定管理施設及び補助事業 実施日 担 当 課 

公

の

施

設

の

指

定

管

理

者 

株式会社図書館流通 

センター 
・つがる市立図書館 10月09日 社会教育文化課 

社会福祉法人緑会 
・ひなた児童会館 

・木造地域子育て支援センター 
10月13日 福 祉 課 

株式会社つがる総合商社 

・つがる市体験農園施設 

「柏ロマン荘」 

・つがる市柏ガラス温室及び 

生きがい農園 
10月14日 

農 林 水 産 課 

牛潟町内会 

・牛潟公民館 

・車力体育センター 

・車力柔剣道場 

社会教育文化課 

財
政
援
助
団
体 

つがる市商工会 ・食と産業まつり補助金 

10月13日 商 工 観 光 課 
特定非営利活動法人元気

おたすけ隊 
・宅配サービス事業補助金 
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４ 監査の着眼点 

  補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子

の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等

に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか。 

 

５ 監査の実施内容 

担当課から必要な資料及び関係書類の提出を求め、聴取しながら事前審査を行った。その後各施設へ出 

向き説明を受けながら、預金通帳、諸帳簿等を照合・確認し適正かつ効率的に執行されているか書類を審 

査した。 

 

第４ 公の施設の指定管理者及び財政援助団体 

１ 公の施設の指定管理者 

⑴ 株式会社図書館流通センター 

ア 指定管理施設：つがる市立図書館 

監査対象年度：平成30年度、令和元年度 

     指定管理料：平成30年度 50,000,000円 令和元年度 50,462,000円 

   イ 監査の結果 

     管理及び事務処理は、おおむね適正に行われていたと認められた。 

なお、事務処理上の軽微な指摘事項については、株式会社図書館流通センター及び社会教育文化課 

に対し書面及び口頭で留意又は改善を促した。 

 

⑵ 社会福祉法人緑会 

   ア 指定管理施設：ひなた児童会館、木造子育て支援センター 

監査対象年度：令和2年度 

     指定管理料：令和2年度 12,788,000円（予算額） 

   イ 監査の結果 

     管理及び事務処理は、適正に行われていたと認められた。 

 

⑶ 株式会社つがる総合商社 

   ア 指定管理施設：つがる市体験農園施設「柏ロマン荘」、 

つがる市柏ガラス温室及び生きがい農園 

     監査対象年度：平成29年度、平成30年度、令和元年度 

     指定管理料：平成29年度 7,800,000円 平成30年度 7,200,000円 

令和元年度 7,100,000円 

   イ 監査の結果 

     農林水産課には年度協定を締結する際に、株式会社つがる総合商社に対し、基本協定書作成要領第

８条第２項に規定する「収支予算書（案）」の提出を求め、精査の上指定管理料を確定されたい。 
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⑷ 牛潟町内会 

   ア 指定管理施設：牛潟公民館、車力体育センター、車力柔剣道場 

     監査対象年度：平成29年度、平成30年度、令和元年度 

     指定管理料：平成29年度 8,510,000円 平成30年度 8,210,000円 

令和元年度 7,910,000円 

   イ 監査の結果 

     牛潟町内会は、施設の定期点検の指摘事項を社会教育文化課に報告していなかったことから、施設

の安全性確保のため、協議等をするよう促した。 

 

２ 財政援助団体 

⑴ つがる市商工会 

   ア 補助事業名：食と産業まつり補助金 

事業の目的 

つがる市の「ブランド」、「食」、「産業」が一堂に会した事業を実施することにより、つがるブラン 

ドの推進、農商工連携・地産地消機運の醸成を促進し、もって地域経済の活性化に繋げ、経済波及効 

果を高めることを目的とする。 

   イ 補助金交付状況 

平成29年度 ・交付申請   平成29年10月10日 

  ・交付請求   平成29年10月19日 

 ・実績報告   平成30年01月24日 

 ・交付確定額  4,500,000円 

平成30年度 ・交付申請   平成30年10月11日 

 ・交付請求   平成30年11月05日 

 ・実績報告   平成31年02月25日 

 ・交付確定額  4,500,000円 

令和元年度 ・交付申請   令和元年10月18日 

 ・交付請求   令和元年10月25日 

 ・実績報告   令和02年03月04日 

 ・交付確定額  4,500,000円 

 ウ 監査の結果 

   事務処理は、おおむね適正に行われていたと認められた。 

なお、事務処理上の軽微な指摘事項については、つがる市商工会及び商工観光課に対し書面及び口 

頭で留意又は改善を促した。 

 

⑵ 特定非営利活動法人元気おたすけ隊 

   ア 補助事業名：宅配サービス事業補助金 

事業の目的 

     高齢者や交通弱者に対するお買物支援策として、つがる市内商業者による、共同の宅配サービス事

業により中心商店街機能と市民生活向上を図ることを目的とする。 
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イ 補助金交付状況 

平成29年度 ・交付申請   平成29年04月13日 

 ・交付請求   平成29年04月24日 

 ・実績報告   平成30年03月30日 

 ・交付確定額  8,500,000円 

平成30年度 ・交付申請   平成30年05月21日 

 ・交付請求   平成30年05月25日 

 ・実績報告   平成31年03月29日 

 ・交付確定額  8,350,000円 

令和元年度 ・交付申請   平成31年04月15日 

 ・交付請求   平成31年04月18日 

        令和元年08月29日 

        令和元年11月25日 

 ・実績報告   令和02年03月31日 

 ・交付確定額  8,350,000円 

   ウ 監査の結果 

事務処理は、おおむね適正に行われていたと認められた。 

なお、事務処理上の軽微な指摘事項については、特定非営利活動法人元気おたすけ隊及び商工観光 

課に対し書面及び口頭で留意又は改善を促した。 

 

第５ 監査結果総括 

   「第１ 監査について」から「第４ 公の施設の指定管理者及び財政援助団体」のとおり監査した限り

において、監査の対象となった公の施設の指定管理者及び財政援助団体の当該財政的援助等に係る出納そ

の他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われていると認められた。 


